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消
火
器
具
に
は
、
固
定
式
と
移
動

式
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

①
固
定
式
は
、「
初
期
消
火
箱
」（
写

真
１
）
と
い
い
、
消
火
栓
の
直
近

に
設
置
す
る
箱
の
中
に
消
火
資
機

材
（
ホ
ー
ス
φ
50
）
を
収
納
し
た

も
の
で
す
。

②
移
動
式
は
「
ス
タ
ン
ド
パ
イ
プ

式
初
期
消
火
器
具
」（
写
真
２
）

と
い
い
、
移
動
可
能
な
台
車
に
消

火
資
機
材
（
ホ
ー
ス
φ
40
）
を
積

載
し
た
も
の
で
す
。

●
設
置
場
所
が
限
定
さ
れ
な
い
。

●
搬
送
が
容
易
で
、
広
範
囲
の
消

火
活
動
が
可
能

●
ホ
ー
ス
が
軽
量
で
扱
い
が
容
易

●
反
動
力
が
小
さ
く
、
女
性
や
高

齢
者
で
も
消
火
活
動
が
可
能

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
消
防
局
で

は
ス
タ
ン
ド
パ
イ
プ
式
初
期
消
火

器
具
を
推
奨
し
て
お
り
、
27
年
度

補
助
設
置
し
た
約
９
割
が
、
こ
の

タ
イ
プ
で
す
。

３

�

補
助
事
業
の
概
要

　

次
の
３
つ
の
要
件

①
地
域
に
消
火
栓
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

②
地
域
に
家
屋
が
密
集
し
、
火
災

が
発
生
し
た
場
合
に
延
焼
拡
大
の

お
そ
れ
が
あ
る
。

③
初
期
消
火
器
具
設
置
後
、
地
域

で
取
扱
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
。

　

を
満
た
し
た
自
治
会
町
内
会

（
以
下
、
自
治
会
等
）
に
対
し
て
、

初
期
消
火
器
具
の
設
置
に
係
る
経

費
の
３
分
の
２
、
上
限
二
十
万
円

の
補
助
（
28
年
度
現
在
）
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
事
業
開
始
年
度
で

あ
る
平
成
23
年
度
か
ら
の
補
助
実

績
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

４

�

補
助
事
業
の
課
題

　

表
１
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
事
業
開
始
か
ら
２
年
間
は
、

「
設
置
を
希
望
す
る
自
治
会
等
が

少
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
課
題
で

し
た
。
そ
の
後
、消
防
局
を
挙
げ
、

地
域
の
消
火
力
向
上
の
必
要
性
を

広
く
周
知
し
た
こ
と
に
よ
り
、
設

置
を
希
望
す
る
自
治
会
等
が
大
幅

に
増
え
ま
し
た
が
、
今
度
は
「
設

置
場
所
の
確
保
が
で
き
な
い
」
と

い
う
新
た
な
課
題
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

補
助
の
要
件
と
も
な
っ
て
い
る

家
屋
密
集
地
域
で
は
設
置
す
る
た

め
の
空
き
地
等
も
少
な
く
、
道
路

へ
の
設
置
も
狭
あ
い
の
た
め
難
し

い
状
況
で
す
。
こ
の
た
め
、
設
置

を
要
望
し
て
い
る
自
治
会
等
よ

り
、「
消
防
局
で
設
置
場
所
を
確

保
し
て
も
ら
え
な
い
か
」、「
設
置

場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
設

置
を
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
な

ど
の
声
が
消
防
署
に
多
く
寄
せ
ら

れ
、
設
置
場
所
の
確
保
に
苦
慮
し

て
い
る
自
治
会
等
へ
の
支
援
が
最

優
先
の
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

５

�

課
題
解
決
へ
の
取
組

　

設
置
場
所
の
確
保
支
援
に
つ
い

て
は
、
自
治
会
等
か
ら
相
談
を
受

け
た
消
防
署
が
実
施
し
て
い
ま
し

た
が
、「
補
助
金
申
請
期
限
内
に

設
置
条
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
無

償
で
提
供
し
て
も
ら
え
る
場
所
を

見
つ
け
る
こ
と
は
時
間
的
に
難
し

い
」
と
い
っ
た
各
署
か
ら
の
声
を

受
け
、
消
防
局
で
一
括
し
て
企
業

に
設
置
場
所
の
提
供
を
依
頼
し
、

自
治
会
等
が
設
置
場
所
を
選
定
す

る
際
の
選
択
肢
を
増
や
す
こ
と
と

し
ま
し
た
。

❶
企
業
へ
の
設
置
場
所
提
供
の
協

力
依
頼

1

��

は
じ
め
に

　

本
市
消
防
局（
以
下
、
消
防
局
）

で
は
、
地
域
の
初
期
消
火
力
の
向

上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

初
期
消
火
器
具
の
設
置
普
及
事
業

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
本
稿
で

は
、
こ
の
事
業
の
取
組
の
一
つ
で

あ
る
初
期
消
火
器
具
整
備
費
補
助

事
業
（
以
下
、
補
助
事
業
）
の
概

要
と
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を

紹
介
し
ま
す
。

２

�

初
期
消
火
器
具
と
は

　

初
期
消
火
器
具
と
は
、
道
路
等

に
設
置
さ
れ
て
い
る
消
火
栓
に
、

地
域
住
民
が
ホ
ー
ス
等
を
接
続

し
、
放
水
を
す
る
た
め
の
消
火
資

機
材
で
す
。

　

初
期
消
火
器
具
と
い
う
名
称
の

と
お
り
、
建
物
が
炎
上
す
る
よ
う

な
大
き
な
規
模
の
火
災
を
消
火
す

る
も
の
で
は
な
く
、
大
地
震
等
で

同
時
多
発
火
災
が
発
生
し
た
際
、

公
設
消
防
が
到
着
す
る
ま
で
の

間
、
地
域
住
民
に
よ
る
延
焼
防
止

活
動
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。

　

補
助
事
業
の
対
象
と
な
る
初
期

特
集 

《7》 

自
助
・
共
助
・
公
助
に
関
す
る
取
組
〜
地
域
で
の
活
動

⑤ 

地
域
の
初
期
消
火
力
向
上
に
向
け
た
取
組

震
災
に
対
す
る
横
浜
の
備
え

大
西
　
勝

消
防
局
予
防
課
担
当
係
長

執
筆

写真１　初期消火箱写真２　スタンドパイプ式初期消火器具の一例
↑台車自体が箱形の一例 ↑箱に収納される台車型の一例
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初
期
消
火
器
具
を
設
置
す
る
場

所
の
前
提
条
件
は
、『
24
時
間
地

域
の
方
が
容
易
に
初
期
消
火
器
具

を
運
び
出
せ
る
』
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
コ
ン
ビ
ニ
店

舗
）」
を
運
営
す
る
企
業
に
依
頼

す
る
と
い
う
方
向
性
は
す
ぐ
に
決

定
し
ま
し
た
。

　

コ
ン
ビ
ニ
各
社
は
、
既
に
行
政

機
関
等
と
災
害
時
の
協
力
協
定
な

ど
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
時
点
で
は
、
依
頼
を
す
れ
ば
、

ご
協
力
を
い
た
だ
け
る
と
安
直
に

考
え
て
い
ま
し
た
。

❷
企
業
か
ら
の
課
題
の
提
示

　

横
浜
市
内
で
店
舗
を
運
営
す
る

コ
ン
ビ
ニ
９
社
に
対
し
、
初
期
消

火
器
具
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い

た
だ
き
、
地
域
貢
献
の
た
め
の
協

力
を
依
頼
し
ま
し
た
が
、
快
い
返

事
は
頂
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

協
力
を
得
ら
れ
な
い
理
由
は

様
々
で
し
た
が
、
最
も
大
き
な
理

由
は
、初
期
消
火
器
具
の
所
有
者
・

管
理
者
が
自
治
会
等
で
あ
る
た

め
、
設
置
に
伴
う
事
故
発
生
時
の

対
応
が
危
惧
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
設
置
を
す
る
際
は
、

各
社
と
自
治
会
等
間
で
、
協
定
を

締
結
し
、
事
故
発
生
時
の
補
償
責

任
等
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と

を
提
案
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、

●
自
治
会
等
と
協
定
を
締
結
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
前
例
が
な
い
。

●
協
定
を
締
結
し
て
も
、
事
故
発

生
時
の
補
償
等
の
実
効
性
に
つ
い

て
不
安
が
あ
る
。

　

な
ど
、
設
置
場
所
の
提
供
は
難

し
い
と
い
う
回
答
で
し
た
。

❸
課
題
解
消
の
取
組

　

平
成
26
年
７
月
か
ら
約
８
か
月

間
、
各
社
に
対
し
協
力
を
得
る
た

め
の
調
整
を
く
り
返
し
、

●
自
治
会
等
と
企
業
間
の
協
定
の

締
結
に
あ
た
り
、
消
防
局
が
立
会

人
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
協
定
書

の
実
効
性
を
担
保
す
る
。

●
自
治
会
等
に
は
保
険
に
加
入
し

て
も
ら
い
事
故
発
生
時
へ
の
対
応

に
備
え
る
。

　

な
ど
、
協
力
を
得
る
た
め
に
課

題
を
一
つ
ひ
と
つ
解
消
し
た
結

果
、
８
社
か
ら
協
力
を
得
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
、
平
成
27
年
３
月
に

横
浜
市
と
各
企
業
間
で
「
初
期
消

火
器
具
設
置
協
力
基
本
協
定
」
を

締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

６

�

協
力
協
定
の
効
果

　

平
成
27
年
度
の
初
期
消
火
器
具

の
設
置
補
助
事
業
に
お
い
て
１
０

０
基
を
設
置
し
ま
し
た
が
、
そ
の

内
10
基
が
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
へ
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

７

�

更
な
る
協
力
企
業
の
発
掘

　

コ
ン
ビ
ニ
と
協
力
協
定
を
締
結

し
た
後
も
、「
地
域
に
コ
ン
ビ
ニ

が
無
く
設
置
場
所
が
な
い
」
等
の

声
を
受
け
、
平
成
27
年
度
に
８

社
、
28
年
度
に
17
社
の
企
業
と
設

置
協
力
協
定
を
締
結
し
ま
し
た

（
表
２
）。

８

�

お
わ
り
に

　

横
浜
市
民
の
間
で
、
大
地
震
等

に
よ
る
災
害
か
ら
の
共
助
に
よ
る

「
減
災
」
の
考
え
方
が
徐
々
に
浸

透
し
、
地
域
か
ら
の
初
期
消
火
器

具
の
設
置
要
望
が
増
加
し
て
い
る

中
、
本
年
度
、
横
浜
市
地
震
防
災

戦
略
が
改
定
さ
れ
平
成
34
年
ま
で

の
初
期
消
火
器
具
の
設
置
目
標
が

２
０
０
基
か
ら
７
０
０
基
に
上
方

修
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
の
ニ
ー
ズ
と
行
政
の
目
標

の
ベ
ク
ト
ル
が
合
致
し
て
い
る

今
、
更
に
地
域
の
声
に
耳
を
傾

け
、
早
期
に
地
域
住
民
が
共
助
に

よ
り
初
期
消
火
を
実
施
で
き
る
よ

う①
補
助
事
業
の
拡
大

②
設
置
場
所
の
確
保
の
支
援

③
設
置
後
の
消
火
器
具
取
扱
者
の

拡
大
に
向
け
た
取
扱
訓
練
指
導

　

な
ど
の
取
組
を
積
極
的
に
行

い
、
火
災
被
害
の
軽
減
に
向
け

た
、
地
域
の
初
期
消
火
力
の
向
上

に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

表１

表２

初期消火箱
スタンドパイプ式
初期消火器具 設置数合計

23年度 0 0 0
24年度 3 0 3
25年度 6 13 19
26年度 14 55 69
27年度 11 89 100
計 34 157 191

平成26年度協定締結会社名 平成27年度協定締結会社名
国分グローサーズチェーン㈱ ㈱カメガヤ
㈱スリーエフ ㈱クリエイト エス・ディー
㈱セブン-イレブン・ジャパン ㈱サイゼリヤ
㈱ファミリーマート ㈱サンドラッグ
㈱ポプラ ㈱CFSコーポレーション
ミニストップ㈱ ㈱セブン＆アイ・フードシステムズ
山崎製パン㈱ ㈱ゼンショーホールディングス
㈱ローソン ㈱吉野家

㈱AOKIホールディングス ㈱スズキ自販神奈川 ネッツトヨタ横浜㈱
神奈川スバル㈱ トヨタカローラ神奈川㈱ ブックオフコーポレーション㈱
神奈川ダイハツ販売㈱ トヨタカローラ横浜㈱ ㈱ホンダカーズ横浜
神奈川トヨタ自動車㈱ 日産プリンス神奈川販売㈱ ヤマト運輸㈱
㈱関東マツダ 日本マクドナルド㈱ 横浜トヨペット㈱
関東三菱自動車販売㈱ ネッツトヨタ神奈川㈱

平成28年度協定締結会社名

【
初
期
消
火
器
具
設
置
の
経
緯
】

　

横
浜
市
内
の
初
期
消
火
器
具
の
設
置
の
歴
史

は
古
く
、
当
初
は
、
財
団
法
人
横
浜
市
防
火
協

会
（
以
下
、
協
会
）
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
、

昭
和
27
年
７
月
30
日
に
第
一
号
の
「
初
期
消
火

箱
」
が
、
鶴
見
区
鶴
見
町
に
設
置
、
そ
の
後
、

協
会
が
解
散
す
る
平
成
22
年
度
ま
で
に
９
３
９

基
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

協
会
の
解
散
に
あ
た
り
、
事
業
の
必
要
性
に

鑑
み
、
平
成
23
年
度
か
ら
消
防
局
が
、
初
期
消

火
器
具
整
備
費
補
助
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。




